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認　定　申　請　書
（ 変更届 ）

　公益社団法人 日本水道協会　御中

　下記のとおり認定を申請いたします。　　　　　  　　　　　　　申請日：　　　    年    月    日

	申

請

者
	 事業者名･法人名･事業所名 等
	事業管理者名･社長名･理事長名･事業所長名 等

	
	 
	

	
	 所在地：(〒    -      )
 

	
	  電　話 ：
	

	申
請
水
道
水
質
検
査
機
関
	名　　　　称　　　　 ：
 責任者 所属･役職･氏名：
 運営管理者 所属･役職･氏名(責任者と同じ場合は省略可)：
　

	
	 所在地：(〒    -      )  (分室等複数の被審査部署がある場合は、それぞれの所在地をご記入ください，上記申請者所在地と同じ場合は省略可)
 
 
 

	
	  電　話 ：
	

	
	Ｅメール：

	連
絡
担
当
者
	 所属・役職・氏名：


	
	所在地：(〒    -      )   (上記水質検査機関所在地と同じ場合は省略可)  
 

	
	  電　話 ：
	

	
	Ｅメール：（可能な限り組織メール）

	変更内容
[該当を○]
	１．組織の名称又は契約者の変更 
	２．検査項目（追加・廃止）

	
	３．検査方法（追加・廃止・変更）
	４．水質検査実施場所（追加・廃止・変更）

	
	５．水道GLP要員の変更
	６. 連絡担当者の変更

	
	７．水道GLP文書の変更
	 

	備　　考
	 





  以下は記入しないでください    

	処
理
欄
	受理日：  　　　年　　　月　　　日
	
	担当部長
	事務局長
	受付者

	
	  申請内容： 
	
	
　/　 /
	
　/　 /
	　
　/　 /



                                                    　　　　　　（PDFファイルにより申請のこと）


【本申請書の適用範囲】
本申請書は、水質検査項目、検査方法、水道水質検査実施場所、組織体制、契約者若しくは設置者又は水道GLP文書に係る追加、廃止及び変更の申請に使用します。

【手数料一覧】
	１．
	組織の名称又は契約者
	変更：申請手数料（認定契約を再締結する場合）

	２．
	水質検査項目
対象とする水（水道水・浄水、原水、工程水）を含む
	追加：基本手数料，認定証発行手数料
廃止：認定証発行手数料

	３．
	水質検査方法
	追加：基本手数料
廃止：費用なし
方法の変更※：基本手数料

	４．
	水道水質検査実施場所※※
	追加：審査手数料（臨時サーベイランス），認定証発行手数料
廃止：認定証発行手数料
場所の変更：審査手数料（臨時サーベイランス），認定証発行手数料

	５．
	水道GLP要員
	変更：費用なし

	６．
	連絡担当者
	変更：費用なし

	７．
	水道GLP文書
	変更：費用なし


※「告示法」に定められた水質検査方法が変更となる場合
※※水道水質検査実施場所の追加：検査拠点数の増
廃止：検査拠点数の減
変更：検査拠点数の増減なし

【ご注意】
· 申請書はPDFファイルに変換し、必要書類と合わせてメールにて申請してください。
· 受領連絡メールをお送りします。
万一、１週間経過しても連絡がない場合はお手数ですがお問い合わせをお願いいたします。
· 申請時、本ページは削除してください。




